
第３０号議案 

 

   東京都台東区プールの施設基準及び衛生管理に関する条例

の一部を改正する条例  

 

上記の議案を提出する。  

 

  平成２７年２月６日 

 

              東 京 都 台 東 区 長   

          職務代理者副区長  
 

（提案理由） 

 この案は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）の改正に伴い、

幼保連携型認定こども園のプールに関し、規定の整備を図るため

提出します｡ 

提出者          生  沼  正  篤  



   東京都台東区プールの施設基準及び衛生管理に関する条例

の一部を改正する条例  

 

 東京都台東区プールの施設基準及び衛生管理に関する条例（昭

和５０年３月台東区条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項ただし書中「又は同法第１３４条第１項に規定す

る各種学校」を「若しくは同法第１３４条第１項に規定する各種

学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第７項に規

定する幼保連携型認定こども園」に、「又は学生」を「若しくは学

生又は当該幼保連携型認定こども園の園児」に改める。  

   付 則  

（施行期日）  

１ この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律（平成２４年

法律第６６号）の施行の日から施行する。  

（罰則に関する経過措置）  

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。  

 

 


